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   Ｂ３２Ｂ   27/32     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月17日(2017.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布基材の少なくとも片面に多孔質膜が積層されている多孔膜積層体であって、
　前記多孔質膜は、連通性を有する多数の微小孔を有し、該微小孔の平均孔径が０．０１
～１０μｍであり、
　多孔質膜表面の算術平均表面粗さＳaが０．５μｍ以下であり、
　多孔膜積層体の透気度の値が０．５～３０秒であり、
　多孔膜積層体の引張強さが４．０Ｎ／１５ｍｍ以上であり、
　下記テープ剥離試験により前記不織布基材と前記多孔質膜とが界面剥離を起こさないこ
とを特徴とする多孔膜積層体。
（テープ剥離試験）
　多孔膜積層体の多孔質膜表面にマスキングテープ［寺岡製作所社製、商品名「フィルム
マスキングテープNo.603(#25)」、幅２４ｍｍ］を貼り、直径３０ｍｍ、２００ｇｆ荷重
のローラーで圧着した後、引張試験機を用いて剥離速度５０ｍｍ／分でＴ型剥離を行う。
【請求項２】
　前記多孔質膜表面の算術平均表面粗さＳaが０．４μｍ以下である請求項１記載の多孔
膜積層体。
【請求項３】
　前記多孔質膜表面の算術平均表面粗さＳaが０．３μｍ以下である請求項１記載の多孔
膜積層体。
【請求項４】
　前記多孔質膜表面の算術平均表面粗さＳaが０．２μｍ以下である請求項１記載の多孔
膜積層体。
【請求項５】
　透気度の値が０．５～２０秒である請求項１～４の何れか１項に記載の多孔膜積層体。
【請求項６】
　透気度の値が０．５～１０秒である請求項１～４の何れか１項に記載の多孔膜積層体。
【請求項７】
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　透気度の値が０．５～５秒である請求項１～４の何れか１項に記載の多孔膜積層体。
【請求項８】
　前記多孔質膜が、ポリイミド系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、ポリエーテルイミド系
樹脂、及びポリエーテルスルホン系樹脂からなる群より選択された少なくとも一種を含む
請求項１～７の何れか１項に記載の多孔膜積層体。
【請求項９】
　前記不織布基材が、ポリオレフィン系不織布、ポリアミド系不織布、又はこれらを不織
布の一部に含む多層不織布である請求項１～８の何れか１項に記載の多孔膜積層体。
【請求項１０】
　前記多孔質膜の内部の平均開孔率（空孔率）が３０～８０％である請求項１～９の何れ
か１項に記載の多孔膜積層体。
【請求項１１】
　前記不織布基材の厚みが１０～５００μｍである請求項１～１０の何れか１項に記載の
多孔膜積層体。
【請求項１２】
　下記高温放置試験における形状変化率が５％以内である請求項１～１１の何れか１項に
記載の多孔膜積層体。
（高温放置試験）
　多孔質膜と一体化した積層体を約５ｃｍ×１０ｃｍの概略長方形に整形し、前記概略長
方形の直交する２辺の長さａ１、ｂ１を測定し、１４０℃に調温した恒温槽内に前記積層
体を投入し３０分間放置してから、前記積層体を取り出し、室温になるまで放冷した後に
、前記概略長方形の直交する２辺の長さａ２、ｂ２を測定し、下記式を用いて形状変化率
を計算した。
　ａ１、ａ２による形状変化率（％）＝{｜ａ２－ａ１｜／ａ１}×１００
　ｂ１、ｂ２による形状変化率（％）も同様にして求め、これらの値の平均値を、本高温
放置試験における形状変化率とした。
【請求項１３】
　気体、液体、固体のフィルター、分離膜、電池やキャパシタのセパレーター、またはそ
の一部として用いられる請求項１～１２の何れか１項に記載の多孔膜積層体。
【請求項１４】
　前記不織布基材と多孔質膜の積層法が熱融着によるものであり、多孔質膜を構成する樹
脂のガラス転移温度＞不織布を構成する樹脂の融点である請求項１～１３の何れか１項に
記載の多孔膜積層体を得る多孔膜積層体の製造方法。
【請求項１５】
　前記多孔質膜が、高分子溶液を基材上へフィルム状に流延した後、凝固液に導き、基材
から剥離させた膜単体を次いで乾燥に付すことにより得られたものである請求項１４記載
の多孔膜積層体の製造方法。
【請求項１６】
　前記高分子溶液が、高分子成分８～２５重量％、水溶性ポリマー５～５０重量％、水０
～１０重量％、及び水溶性極性溶媒３０～８２重量％からなる混合溶液である請求項１５
記載の多孔膜積層体の製造方法。


	header
	written-amendment

